
第３節　「障害者権利条約」の批准
１　「障害者権利条約」成立の経緯と内容
　障害者の権利及び尊厳を保護し及び促進すること等を目的とする障害者
権利条約は、４年間に亘る交渉の結果、平成18年12月、第61回国連総会本
会議においてコンセンサス採択され、平成20年５月に発効した。平成26年
３月末現在、締約国・機関数は143となっている。
　この条約は、①障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への
完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、②障害に基づくいかな
る差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に
実現することを確保し、及び促進するための措置を締約国がとること等を
定めている。また、③この条約の効果的な実施を確保するために、締約国
が国内における実施を監視するための枠組みを維持し、強化し、指定し、
又は設置すること、④締約国が選出する委員から構成される障害者の権利
に関する委員会を設置すること等について定めている。

２　我が国の「障害者権利条約」の批准
　我が国は、本条約の起草段階から積極的に参加するとともに、国内
NGOとの意見交換の実施や障害者NGO代表の政府代表団顧問としての参
加を通じて、障害当事者のための条約づくりを目指してきた。平成19年９
月、我が国はこの条約に署名し、平成26年１月に批准した。日本がこの条
約を締結したことにより、障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化さ
れることが期待される。例えば2011年に改正された障害者基本法に基づき
設置された「障害者政策委員会」における障害者基本計画の実施状況の監
視を通じ、監視がなされる。また、締約国は、国連に設置されている「障
害者権利委員会」に条約に基づく義務の履行等についての報告書を定期的
に提出し、その内容について各国の専門家で構成される同委員会から様々
な勧告を受けることになるため、国外からもモニタリングされることにな
る。
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